
 
 

 

 

 

 

年収 300 万円・200 万円未満の市内の女性の雇用者の割合について 

  

  

 直近の調査である平成 29 年就業構造基本調査結果から次のとおりとなって 

います。 （カッコ内は 20 代の比率）  

 

○年収 300 万円未満の女性の雇用者の割合 66.2％（66.3％）  

  

○年収 200 万円未満の女性の雇用者の割合 43.2％（27.5％） 
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